
 

 

令和元年 12月４日 

 

消費者契約に関する検討会の開催について 

 
１．開催趣旨 

人口減少や少子高齢化が急速に進行する中で、情報通信技術の進展によりオンラ

イン取引がより普及し、デジタル・プラットフォーム企業が関与するものも増加し

ているなど、消費者契約をめぐる環境は日々変化しており、これに伴って、現に生

じあるいは生じるおそれのある消費者被害も多様化している。 

消費者契約法は、消費者契約全般を対象とする包括的な民事ルールであり、社会

経済情勢の変化等に対応するため、平成 28 年及び平成 30 年に改正が行われた。も

っとも、平成 30年改正に際して行われた衆議院・参議院の消費者問題に関する特別

委員会における附帯決議等では、更なる改正を視野に入れた検討が求められており、

これを受けて、令和元年９月には、主に法制的・法技術的な観点から、「消費者契

約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」（以下「研究会」という。）による報

告書が取りまとめられたところである。 

そこで、研究会報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、

消費者庁において「消費者契約に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開

催する（委員等は別紙のとおり。）。なお、同時期に「デジタル・プラットフォー

ム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」も開催されるこ

とから、同検討会とも十分に連携しながら検討を行う予定である。 

 

２．主な検討事項 

（１）消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用した勧誘（いわ

ゆる「つけ込み型」勧誘）に関する取消権等の規律について 

（２）「平均的な損害の額」（法第９条第１号）に関する消費者の立証負担を軽減する

ための規律について 

（３）契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律について 

（４）オンライン取引における利用規約の透明性・公正性の確保その他の消費者保護

に関する規律について 等 
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３．スケジュール 

令和元年 12月 24日（火）に第１回を開催する。以後、月１回程度で開催し、令

和２年夏頃を目途に結論を得る。 

 

  第１回検討会 令和元年 12月 24日（火）17:30～19:00 

 

４．事務局 

検討会の庶務は、消費者庁消費者制度課において処理する。 

 

５．備考 

議事要旨及び検討会における配布資料は、原則として、各回の会議終了後、速や

かに消費者庁ウェブサイトに掲載する。 

 

【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課（担当：福島、井村） 

TEL:03-3507-9148（直通） 

URL: https://www.caa.go.jp/ 

tel:03-3507-9148



